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「1.海岸利⽤について」では、海岸の利活⽤促進に向けた⽀援を⾏う際の背景情報と
して、海岸利⽤における多様な関係者の関わり⽅、海岸利⽤に際しての⺠間事業者等
の悩み事や困り事、また本ナレッジ集の使い⽅について紹介しています。

『海岸利⽤の活性化に向けたナレッジ集』は、地域の貴重な資源である海岸の利活⽤の
機運を更に⾼めていくことを⽬的に、海岸管理者や海岸を有する地⽅公共団体の職員が、
⺠間事業者等をはじめとする海岸利⽤者へ⽀援を⾏う際のヒントをとりまとめたものです。
全国の海岸管理者の皆様にこのナレッジ集をご活⽤いただき、海岸とまちが融合した良好

で賑わいのある⽔辺空間の創出、さらには地域の防災⼒の向上にも寄与することを願って
おります。

1. 海岸利⽤について

はじめに

【パターン例】 ⺠間事業者等を⾃治体や協⼒者が
⽀援して海岸を利⽤するケース

多様な関係者の関わり⽅ ⺠間事業者等の悩み事や困り事
⽐較的多く⾒られる関わり⽅として以下のパターンが

あります。⺠間事業者が主体的に活動し、地元⾃治
体が思いや企画に賛同して⼀緒に協働する、またはそ
の活動を後⽅⽀援するタイプです。海岸利⽤の企画
段階や海岸管理者の許可取得に際し、地元⾃治体
が仲介役として重要な役割を果たしています。

海岸利⽤者は以下のような悩みや困り事を抱えて
いることを念頭に、段階ごとの助⾔や⽀援を⾏うことが
効果的です。

①⼈材⾯︓
地域の海岸に対する関⼼が薄い、利活⽤の企画・

⾏動⼒が不⾜している
②活動資⾦⾯︓

イベントや環境維持活動の財源不⾜、資⾦調達⽅
法が分からない
③仕組み・制度⾯︓

占⽤ルールが分からない、⺠間事業者が海岸利⽤
に参画しにくい、海岸積極利⽤の機運が乏しい、利活
⽤の施設整備が不⼗分
④その他︓

広報⼿段の不⾜、背後地との連携不⾜、海岸利
⽤マナーが未成熟

都市近郊の海浜公園地⽅の海⽔浴場



2. 海岸利⽤者への⽀援のヒント

3. 海岸利⽤の仕組みと⼿続き

⺠間事業者等による海岸利⽤の流れとし
ては、以下の2つの段階があります。

1.海岸を利⽤しようと企画発案する段階
（企画発案）

2.その企画の実現に向けて計画し実⾏
する段階（計画・実践）

各段階における⽀援内容を⽰すとともに、
いくつかの参考事例を紹介しています。

⺠間事業者等による海岸利⽤の流れ（2段階）

海岸利⽤者が海岸に
てイベント等を開催する
場合に、⼿続等について、
⼗分に周知されていない
ため、海岸の活発な利
活⽤における⼀つの障
壁となっている現状があ
ります。

この障壁を少しでも低
減できるよう、海岸利⽤
に際して知っておくと便利
な知識として、海岸法に
基づく⼿続きや、利活⽤
に際し役⽴つ制度等に
ついて紹介しています。

海岸利⽤に関わる⼿続きの⼀般的流れ

1.事前相談

2.事前相談（協議）

3.許可申請

4.許 可

海岸の利⽤の企画の検討を始めた段階で、企画内容について管轄の⼟
⽊事務所等に相談（以下の項⽬に未定な部分があっても構わない）
• 場所（どの海岸のどの近辺か、概ねの範囲）
• ⾏為内容（どのようなことを⾏いたいのか）
• 誰が⾏うのか（実施者、参加者や⼈数イメージ）
• いつ頃⾏うのか（具体の⽇付でなくとも概ねの時期）

事前協議の内容を踏まえて、管轄の⼟⽊事務所等に正式の許可申請書
及び添付図書を提出
1. 許可申請書等に不備がある場合は、補正作業が⽣ることがあります。
2.申請書を受理してから処分（許可、不許可）がされるまで、概ね1ヶ
⽉ほどかかります。（補正作業期間は除く）

1.申請が許可されると、管轄の⼟⽊事務所等から許可書が発⾏されま
す。許可書には、許可に当たって付された条件が記載されているの
で、遵守してください。

海岸の利⽤の具体計画が概ね出来た段階で、企画内容について管轄の
⼟⽊事務所等に相談（以下の項⽬の計画案ができた段階）
• 場所（どの海岸の具体の場所、範囲）
• ⾏為内容（利⽤の具体的な内容）
• 誰が⾏うのか（実施者、参加者や⼈数の想定）
• いつ頃⾏うのか（具体の⽇程）
※具体の申請書の下書きレベルの内容で相談します。
※計画内容に課題等がある場合、複数回協議することになります。



ナレッジ集では、⺠間事業者等による海岸利⽤の各段階に応じた⽀援内容について、
参考となる事例を紹介しています。海岸利⽤者の⽀援に際しては、全国の海岸における
先進的な取組や⼯夫を参考として活⽤することが有効です。

4. 海岸利⽤の参考事例


